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Abstract 

The purpose of this paper is to attempt to introduce two new paradigms, objectivization and informationalization, 

into the scientific treatment of the field of welfare for the handicapped. 

The paradigm of objectivization for treatment can be attained by offering services based on quantitative diagnosis 

of degree of impairment, disability and handicap. The psychophysiological method is available for this paradigm, in 

which electrophysiological indices are inducted under cognitive psychological conditions. 

 Informationalization concerns treatment in the field and consists of analyzing and systematizing information 

which has been accumulated for a long time. This paradigm is of great importance when clients choose among 

various services. 

These paradigms, objectivization and informationalization, contribute to improve the effectiveness and efficiency 

of the scientific treatment for the handicapped. 

                                         (J. Aomori Univ. Health Welf. 1 : 37-44, 1999)
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I　 はじめに

　社会福祉基礎構造改革大綱において指摘 されるように、

福祉サービスの提供様式はこれまでの措置制度か ら契約

制度に大 きく転換 しようとしている。即ち、従来の措置

制度 に象徴 されるようなパ ターナリスティックなサービ

ス提供方式か ら、サービスの利用者の選択 を重視 し専門

職がサービス利用 を支援するという利用者本位のサービ

ス提供方式への移行12)が推進されている。これは、施設

処遇において実施されてきたような利用者に対 して一律

に庇護的な処遇を行うという従来のニーディアプローチ

からの脱却を意味 し、サービス利用者個々の具体的福祉

ニーズに対応 してサービスを組み立てるニー ドアプロー

チへの移行、いわゆる 「福祉 のパ ラダイム転換」1)が実

現 しつつあることを示す。 この傾向は、2000年4月 から

の介護保険制度導入を控え、特に高齢者福祉領域で加速

している。

　福祉のパラダイム転換の重点である利用者の個別ニー

ズへの対応は、既 に福祉の隣接領域 において整備 されつ

つある。障害児教育を例 に取るとその研究領域では、障

害 を持つ子 ども一人ひとりの教育的ニーズを的確 に診断

し、必要に応 じた特別な教育的配慮 と指導の在 り方を考

究することを目的 として、「特別なニーズ教育 とインテグ

レーション学会」が1995年 に設立 され、教育の内容,方 法・

技術,補 助装置等に関する実践研究が推進 されている10)。

これによ り、障害児学校や障害児学級のみでな く普通学
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級等 も含めた多様な教育形態における特別な教育的ニー

ズを持つ子 どもへの対処法に関する知識が蓄積 されるこ

ととな り、教育現場における個別対応具現の布石 となっ

ている。このような状況の下で、福祉が安穏 と構えてい

ることは許容 されず、個別福祉ニーズへの対応を実現す

べ く自助努力が余儀なく迫られている。

　 ところで、福祉の隣接領域である医療や教育等の領域

では、諸科学の発展によって蓄積 された知的財産 を有効

活用すべ く日々努力されている。にもかかわらず従来の

社会福祉の領域では、サービスの授受者間での共感的理

解が重視 されるあまり、職人芸的性質が色濃 く反映 され、

他の実践領域では既に実施 されているようなデータ化等

が、人 と人、心 と心の関係 を無機質化するものとして否

定されてきた経緯があ り、福祉 と密接 に関連があると思

われる科学領域の知識の導入でさえも必ず しも積極的で

あったとは言い難い。 しかし、介護保険制度導入を目前

に控 えた今 日、的確 に利用者のニーズ情報を把握 しそれ

に適合するサービス情報を提供する体制の確立と、提供

される福祉サービスの効果性 と効率性の確保が当面の課

題 となってお り、この具現化のためには、諸科学で蓄積

されて きた知識の積極的活用が必要不可欠である。 もと

より人間にかかわる援助行為 には、その科学性、つま り

妥当な方法論 に裏付けされた科学的手法の導入 と客観性

が求め られる。福祉 における科学性導入の重要性 につい

て、老人福祉施設における処遇をめぐる記述の中で、施

設における処遇は人間性豊かなものであると同時にその

科学性が重要視 されるべ きである5)と されている。その

中で、科学的処遇は、諸科学の成果を導入 し援用 して展

開されるいわゆる 「科学的処遇」 と、福祉従事者の処遇

経験 を科学的な手法で集積 しそれ らを体系化 してい く

「処遇の科学化」 とに大別 されることが示されてお り、

このことは、単に老人福祉施設の処遇にとどまらず、広

く福祉サービス授受の現場に共通の問題である。

　本研究では、高齢者福祉に比べ基盤整備が遅れがちで

ある障害者福祉の領域 に焦点 を当て、まず、科学的処遇

の前提 となる個別ニーズの的確 な把握やサー ビス提供の

効果の診断に有効な客観的手法 として、障害児教育を中

心に導入が進んでいる生理心理学的手法について中枢機

能障害診断を例 に概観 し、福祉領域における活用の利点

を考察する。次いで、処遇の科学化、つまり福祉サービ

スの体系化 とその効率的運用を実現すべ く、近年注 目さ

れている福祉情報化について概観 し、現在の課題 とその

必要性について考究する。

Ⅱ.生 理心理学的手法の導入による客観化の方略

障害者福祉 の基本理念の柱の一つ に、「リハ ビリテー

ション理念の尊重」が掲げられている。これは、リハ ビリ

テーションが単に機能回復のための訓練のみを示すもの

ではなく、障害者の全人間的復権を援助すべ く、対象者の

ニーズを満た してい く総合的アプローチとして位置付け

られているためであ り、障害者福祉 の最終 目標である障

害当事者にとっての最高のQOL(quality　of　life)を実現す

るために必要不可欠な手段 となっている。 この理念には、

アメリカを中心 に広 まったIL(independent　living)運動が

大 きく影響 してお り、障害者は自分のライフスタイルを

自ら選択 し、それに応 じてどのような福祉サービスを受

けるかを決めることができる。そのためにサービスを提

供する支援者は、対象者の客観的ADL(activity　of　daily　life)

や必要 とされるサービスの種類,さ らには機能回復や残

存機能活用のためのリハビリテーシ ョン技法等、必要な

情報 をすべてフィー ドバ ックする義務が課 されている。

　障害者の呈する障害の種類や程度等は多岐にわたるが、

リハ ビリテーシ ョンを中核 とした領域では、上記のよう

な理念の下に、サービス対象者の個別ニーズに対応すべ

く工夫がなされている。例えば福祉工学の領域では、障

害者の日常生活 における負担を軽減すべ く、重度障害者

の残存機能を活用する環境制御装置や肢体不 自由者の意

思伝達 を援助するコミュニケーションエイ ド,視 ・聴覚

障害者の外界情報の取 り込みを支援する感覚代行機器,

在宅障害者の社会参加を支援するパーソナルコンピュー

タ入力支援装置,ADL介 助 を実現するロボット応用機器

等、障害の種類 に応 じた様々な生活支援装置が開発され

てきている2)13)。しか し、利用者にとって残存機能まで

も使用 しなくても済むような過度の支援 を実現する装置

は、残存機能の低下のみでな く障害者 自身の生活意欲の

低下 をも誘起 してしまうため、当事者の残存機能は最大

限活用 し、できないことだけを代行 させ る装置の開発が

志向 されてお り13)、これによる利用者の個別ニーズへの

対応が図られている。

　障害者福祉の現場では、福祉サービスの効率的適用の

ために、まず対象者の障害像 を的確に把握することが不

可欠である。従来、障害児 ・者の教育や機能回復訓練等

の多 くのリハビリテーション場面では、他の福祉の現場

同様その授受者間での共感的理解が重視 され、障害者が

表出 した行動を支援者が経験的手法に基づいて評価する

方法が多用 されてきている。実際的には、言語や行動反

応等の外顕的コミュニケーションによる障害診断が行わ

れる。 しかし、近年、障害の多様化 と重複化が進み、リ

ハ ビリテーション対象者の呈する臨床像は複雑化すると

ともに、障害者各人の有するニーズも非常に多岐にわた

るようになってきている。このような状況の下では、従

来行われてきた表出行動の観察にのみ依拠 した評価手法

で障害の全体像 を正確 に把握するのは非常に難 しいと考
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表1事 象関連電位の構成成分と電位導出時の認知パラダイム及び成分に反映される生理学的 ・心理学的意義

電位分類と主要構成成分 認知パラダイム 成分意義

長潜時誘発電位
頭蓋 頂 電位N1,P2

処 理陰性 電位Nd

NA

ミス マ ッチ陰性 電位MMN

N2b

N2c

N400

P300(LPC)

運動関連脳電位

運動 準備性 成分BP,IS,NS'

運動 感覚 性成 分P2,P300

随意運動課題

刺激応答

注意の選択性

刺激の同定 ・符号化

刺激の偏奇性,自 動的処理

注意 ・範疇化の困難性

刺激分類,標 的選択

語の意味処理,語 彙判断

刺激評価後の内部図式更新,

記憶鋳型の更新,

記憶方略の修正

運動意欲,運 動計画,

運動実行

筋運動感覚,

運動感覚順応水準

随伴陰性変動

前期成分0波

後期成分E波

S1-S2反 応 課 題 全般的注意

予告刺激定位
命令刺激期待

えられ、障害機能の客観的診断手法の確立は急務の課題

である。

　このような従来の障害診断技法の限界に対 して、生体

電気現象計測 による生理心理学的手法の適用が有効 とさ

れ、近年、障害児教育 を中心に導入が進んでいる。そこ

で、中枢性機能障害者の障害診断に有効な脳電位である

事象関連電位 を例に、客観的な障害者福祉診断技法を確

立する利点を記す。

II -1 .事 象関連電位測定によりもたらされれる

　　　　障害診断情報

　ヒ トが外界情報の取 り込みや環境への働 きかけを行 う

際、生体内部において非常に複雑 な情報処理が進行する。

外界から入力された刺激情報が脳 に達すると、まずその

刺激の物理的特徴 についての分析が行われ、中枢におけ

る情報処理に適 した形に符号化 される。その後、記憶 と

の照合の過程を経て情報が統合 され、思考,判 断等の過

程 を経て、刺激 に応 じた行動反応が準備 され運動 として

表出される。 これらの脳における情報処理活動は、注意

や記憶,意 識,覚 醒 レベルと密接に関連 してヒ トの高度

な環境適応 を制御 している。この ような脳における一連

の処理を頭皮上か ら非侵襲的に検索できる生理心理学的

指標が事象関連電位(event　related　potential,　ERP)で ある。

　通常ERPの 測定には、認知心理学の領域で提案されて

きたパ ラダイムが流用される。認知心理学の研究領域で

は心理学 と情報工学やコンピュータ科学等 との研究交流

を通 してヒトの心的機能についての解明が進んでお り、

反応時間等の行動的指標 をもとに数多 くの環境認知の中

枢情報処理モデルが提案されてきている。 したがって、

同様のパラダイムによりERPを 測定することで、計測結

果をすでに提唱されている認知の中枢モデルと対応 させ

て解釈できる利点がある。 このような利点を利用 して、

聴覚や視覚刺激等の感覚情報処理に関わる中枢過程や、

課題関連性の認知,さ らには選択的注意等、種々の心的

事象により生起する情報処理活動を反映 したERP成 分が

特定 されつつあ り4)6)7)14)、脳活動の実態に即 して認知機i

能の解明が進んでいる。代表的なERP成 分 と電位導出に

用いられる認知心理学的パ ラダイム,及 び成分の生理学

的 ・心理学的意義について表1に 示 し、その臨床応用 も

含めて以下に概括する。

II -1-1 .長 潜 時 誘 発 電 位

　ERPの 中でも感覚刺激の感知に伴って記録 されるのが

長潜時誘発電位である。電位の測定に使用 される刺激は、

主として聴覚,視 覚,体 性感覚等であるが、感覚刺激の

種類 による電位成分の差異は主な検討対象 とはされず、

測定時の認知的パラダイムにより操作 された心理学的変

数 と電位計測により示 される中枢情報処理様式との関係

が検索 される。

　電位導出に利用 される主 なパラダイムとして、まず標

的弁別課題が上げられる。標準刺激の系列の中から偏奇

刺激 を探索させるこの課題では、偏奇刺激の出現頻度や

一39一

刺激反復課題

選択的注意課題
標的弁別課題

標的弁別課題
標的弁別課題
標的弁別課題

言語課題
信号検出課題
記憶検索課題

選択的注意課題
標的弁別課題



弁別性を操作することにより、刺激への定位反応,注 意,

予期等に関与する情報処理活動が計測される。また、注

意には選択性,持 続性,転 導性,多 方向性,感 度等の局

面があるが、ERP計 測では主に選択性の側面に焦点が当

てられ、選択的注意課題により注意の処理資源配分比率

や注意の能動性 ・受動性 に関するデータが蓄積 されてい

る。知覚閾値付近の強度の刺激を検出させる信号検出課

題では、信号検出に際 しての被験者の自信の度合いが中

枢情報処理にどの ような影響 を及ぼすかが検討 される。

短期記憶に蓄えられた記銘項 目の中に、少 し後に呈示 さ

れるテス ト項 目が有るか無いかを判断 させ る記憶検索課

題では、短期記憶の走査 に関わる中枢処理過程の作動様

式が検索で きる。さらに、言語性の刺激 を用 いた課題で

は、単語の意味理解 に関わる中枢活動がERPに 反映 され、

意味処理 を中心 とした言語認知機能の解析 に利用 されて

いる。 これらの認知パ ラダイムを利用 した膨大な知見の

積み重ねの結果、表1に 示すような特定の情報処理 を反

映するERPの 構成成分が同定 されつつある。

　つまり、工夫 された認知パラダイムにより客観的な生

理学的指標 であるERPを 導出す ることで、種々の状況下

で中枢で進行する認知情報処理について脳活動の実態 に

即 した解明が可能となる。 この ような利点 を生か して、

中枢性機能障害の研究にも広 く応用が図 られている。例

えば、多動児や読字障害の小児等では、選択的注意課題

によって導出される電位成分の振幅が低下することや、

痴呆や鬱病等の患者では、記憶検索課題下の電位成分が

変形することが見出されてお り、注意 ・記憶障害の実態

の解明を促進 している。また、代表的な認知機能障害 と

される精神分裂病については、ERP成 分の解析から、刺

激入力後の早期の前注意的処理,注 意の維持,刺 激の評

価,刺 激の意味情報の抽出の困難さ等、中枢情報処理障

害 を示す多 くの知見が得 られている。 このように、中枢

機能障害の障害像 とERP成 分の出現様相 との関連性 の解

析が進むことで、従来精神病理学に依拠 して きた認知機

能障害の病態の理解,評 価,治 療計画に中枢活動の定量

計測指標が導入 されることとな り、客観的な障害診断法

の確立 に大 きく寄与 している。

II -1-2 .運 動 関 連 脳 電 位

　運動関連脳電位 は、手指 によるボタン押 しや腕 ・足の

屈伸等の急速な筋の随意収縮 を伴 う運動を実行する際、

筋収縮の開始前後の数秒間に記録 される脳電気活動であ

る。筋収縮開始前の運動準備性成分には、運動準備に際

して設定される中枢活動が反映され、他動的な運動では

出現 しないことか ら、運動の随意性の研究に利用 される。

不随意運動が繰 り返 し生 じているとき、これを基準とし

て脳波を加算平均 しても、運動準備性の電位は出現 しな

い。このような性質を利用 して、舞踏様運動(種 々の筋

の不随意収縮が順不同に起 こる病的状態)や チック等の

不随意運動の鑑別診断に適用されている。また運動準備

性の電位は、三つの下位成分に細分することができ、そ

れぞれ運動開始に向けた意欲,企 画,遂 行 という数段階

の中枢情報処理過程の活動 と対応するもの と考えられて

いる。 このような性質を利用 して著者 らは、脳性麻痺者

の中枢における運動準備の特徴解析 を進め、運動に対す

る意欲の亢進 や運動準備に際 して設定 される情報処理活

動の障害等 を見出してきてお り9)、中枢性運動機能障害

の診断への応用が実現段階に入 っている。

　 一方、筋収縮開始後 に観測 される電位変動は、運動感

覚性の成分であることが解明 されてきてお り、感覚刺激

誘発性の長潜時誘発電位同様、中枢 における運動感覚の

生起 を担 う情報処理活動が反映 されている。従来、運動

の知覚過程 についての解析 は、主 として心理学的指標 を

用いてなされ、例えば、発揮 した筋収縮の自覚的強 さを

基準 となる筋収縮力 と比較 して推定するマグニチュー ド

推定実験を行い、得 られた評定値 による検討が行われて

きた。 しかしこの方法では、末梢からの筋運動感覚情報

を脳が受容 して処理 し、評定 という心理的尺度に変換す

る中枢の生理学的過程の検討が欠如 している。このよう

な脳 における運動感覚の受容過程から心理的評定への変

換特性 を究明する手段 として、運動感覚誘発性の電位が

利用できる。脳性麻痺者は、種々の感覚刺激に対 して過

敏な知覚特性 を示すことが知られるが、著者 らの先行研

究8)に より運動感覚の受容 も例外ではないことがこの電

位成分の解析から解明され、運動感覚 に対する中枢情報

処理過程の過剰な応答特性 により運動知覚 も過敏 になっ

ていることが明らかになっている。

　 このように運動関連脳電位は、中枢性運動機能障害の

診断に有効であるが、運動機能の改善 を目的 として行わ

れるリハ ビリテーションプログラムの効果の判定にも応

用の可能性が広がっている。例えば、障害児教育の現場

における養護 ・訓練や成人障害者を対象 とした機能回復

訓練等のリハビリテーション場面において、プログラム

の実施前後 に運動関連脳電位を測定することにより、訓

練 による中枢運動制御過程の変容の様子が客観的指標に

より示され、この診断情報を基にしたより良い手法の開

発や工夫が促進 されるものと期待できる。

II -1-3 .随 伴 陰 性 変 動

　聴覚や視覚等の命令刺激に対 して運動反応をする際、

命令刺激の1～1.5秒 前に予告刺激 を呈示すると、予告

刺激 と命令刺激の問の時間帯に、頭皮上で緩徐な陰性電
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位変動が観測 される。 これは随伴陰性変動 とよばれ、予

告刺激による運動反応の動機付けや命令刺激に対する予

期、さらには試行実施時の注意 ・覚醒水準等の心理的要

因が反映される。外的刺激に対 して的確な反応 を生起 さ

せるためには、これまで述べてきたような中枢 における

情報処理活動が不可欠であるが、その過程は注意や動因

等のヒトの主体的意識によって支えられてお り、環境適

応に際してのこれら心理的要因の関与が随伴陰性変動 を

通 して検索することがで きる。

　この特徴 を利用 して、主 として精神医学的分野におけ

る注意 ・覚醒障害の診断に臨床応用されてきている。不

安神経症や精神分裂病の患者では、この電位の振幅が注

意の錯乱によって減少することが報告 されてお り、課題

に対する注意水準低下の診断に利用されている。また、

小児 自閉症や学習障害,微 細脳障害を対象 とした研究も

数多 くなされ、多動児では課題 にたいする注意の不足 を

反映して電位の振幅が低下 することが見出されている。

このように随伴陰性変動は、中枢の情報処理活動を支え

る注意 ・覚醒等の心理的状態 をモニターする指標 として

定着 してお り、リハビリテーシ ョンプログラムの実施に

よる環境適応意欲の改善度を計る指標 として利用するこ

とが可能である。

Ⅱ -2 .障 害者福祉における客観化方略の有用性

　 ヒトは様々な環境 に適応するために、自身を取 り巻 く

外界の情報を目や耳や皮膚等の種々の感覚受容器を通し

て取 り込み、その情報を脳において分析 して状況に適し

た行動反応を表出する。即ち、環境への適応行動は、環

境刺激の受容 と行動反応出力 を媒介する生体内部の情報

処理活動によって実現されている。このようなヒ トの情

報処理活動に直接焦点を当てる試みは認知心理学の研究

領域 において先行 して行われ、日常生活 における人間行

動の観察や、実験室において組織的に操作 された状況の

下で計測される行動反応データに基づいた解明がなされ

てきた。つまり、ヒ トの環境認知が どのような過程で実

現 されているかが種 々の行動データから推論され、これ

まで様々な認知の情報処理様式についてモデル化が企て

られてきている。これ らのモデルは、ヒトの認知機能の

解明にその有効性が認められているが、必ず しもヒトの

脳活動を精査 して構築されたものではない。 しかし現在

では、脳電気活動の測定精度の向上 も相俟 って、認知パ

ラダイム下の中枢情報処理活動 をERP等 の客観的な生理

心理学的指標 により検索することが可能になった。

　 また認知心理学的手法は、理論的に妥当 とされ、諸種

の検査により導出される指標の信頼性の高さから、近年、

障害者の認知機能研究への応用が進んでいる。例 えば知

的障害児や学習障害児を対象 として適用 されるK-ABC

式の知能テス トは、検査対象児 ・者の認知機能の特徴が

情報処理の継時性及び同時性の指標 を基に検索され3)、

認知障害の診断に積極的に活用 されている。この ような

手法は単独で も障害診断に有効であるが、対象者の発達

段階や行動特性 を考慮 して検査パ ラダイムを工夫 し脳電

位を導出することで、障害者の認知機能が、生体の内的

活動の実態に即 して評価す ることが可能 となる。 した

がって、ヒ トの心的機能の情報処理様式の解明を試みる

認知心理学的手法と生体電気現象の定量計測による生理

心理学的アプローチ とを統合 した認知生理心理学的手法

を障害者の研究や福祉に積極的に導入 してい くことによ

り、障害されている認知機能を特定 し、それに応 じて教

育や訓練等のリハビリテーションプログラムを考案 して

実施することも可能になる と考えられる。つまり、福祉

サービス対象者の有する中枢機能障害の障害像や、機能

回復のための訓練,さ らには学習による行動の変容過程

を客観的データに基づいて定量化で きるため、 リハビリ

テーションをは じめとした障害者福祉における客観的障

害診断技法 として期待 される。従来、障害者の感覚 ・知

覚特性や心理特性を評価するために種々の検査法が開発

され適用 されてきているが、近年、単なる障害の鑑別か

ら、原因の的確 な診断と、障害機能の改善や残存機能の

活用のためのリハビリテーションプログラムの評価 とい

う側面が重視 されるようになり、障害の実態をより的確

に把握するための手法の提案や診断基準の改訂が行 われ

ている。認知生理心理学的手法は、これらの検査 による

障害や行動特性の診断に客観的生理指標に基づ く評定を

付与するものであ り、障害機能の多面的解析を可能にす

るものであると考える。

Ⅲ.福 祉情報の体系的整理による情報化の

　　方略とその有用性

　近年、処遇の科学化、つまり福祉サービスの体系化 と

効率的運用 を実現すべ く、福祉情報化の必用性が叫ばれ

るようになり、介護保険導入 を控 えてその重要性 は一層

増 している。これは、行政主導の措置制度の下では福祉

サービスの受給者にはほとんど認め られていなかった選

択権が認められることから、今後、国や地方公共団体お

よび社会福祉事業者には利用者みずからが必用なサービ

スを選択できるよう、福祉情報 をより正確且つ迅速に提

供することが求められるようになるからである。このこ

とは2000年2月 より施行される社会福祉事業法の骨子 と

なってお り、個別福祉ニーズの充足には、従来の行政側

からの トップダウン的施策 に加え利用者側からの社会資

源の検索 とサービスの選択 というボ トムアップ的要素が
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必要不可欠 となる。

　既述の如 く社会福祉の領域では、サービスの授受者間

での共感的理解が重視 されるあまり、またその個別性の

強 さを尊重するあまり、データ化が可能な福祉資源でさ

えも公開情報化 ・コンピュータ化 は馴染 まない とされて

きた。そのため、援助者個々 人の経験 とセンスに委ねられ

た職人芸的処遇が公然 と行われてきた。 しか し、経験 を

積んだ援助者の質の高い技術 を後進に伝えてい くために

は、経験 としての処遇を体系的に情報化 ・マニュアル化

することが望 まれている。福祉従事者がそれまで現場や

臨床場面 において経験 してきたことを、一個人の知的財

産 として埋没 させずに経験法則 として体系的に集積する

ことで、一定の法則性や規則性 を見出すことが可能にな

るものと思われる。また、サービス利用者の障害の程度

等が多様化するに伴い、福祉 に関するニーズが複雑化 ・

高度化 して保健 ・医療等の複数領域 にまたがるケースが

増大 して きてお り、保健婦や医師,ホ ームヘルパー,施 設

職員等関係する複数のスタッフの連携 による組織的な処

遇が必用 となる。そのため、情報の共有の必要性が再認

識されるようにな り、援助者 ・サービス受給者双方のも

つ必ず しも整理 されていない情報 を整理 ・分析 して普遍

化することが急務の課題であ り、「普遍的社会福祉」11)へ

の転換 を具現化するための必要条件 となっている。

　当初、福祉情報化は自治体による福祉行政事務の情報

化、つまり福祉業務のOA化 から始まったが、その後、市

民向け情報提供サービス必要性が叫ばれるようにな り、

1985年 頃から、東京都や愛知県,神 奈川県,さ らには札幌

市,大 阪市,仙 台市等の社会福祉協議会が、また国 レベル

では社会福祉 ・医療事業団が主体 となり、各種データベー

スを構築 し福祉情報提供サービスシステムとして運用 さ

れて きた。 しかし、このような行政主導のデータベース

では一般的な情報にとどまらざるを得ず、しか も行政に

有効なサービス情報に偏 りがちであったため、その利用

実績は低いものであった。次いで、施設単位で処遇の向

上をめざしたケアマネジメン トにつながる情報化が高齢

者福祉関連領域 を中心に整備されてきてお り、現在では、

ニーズ とサービスのマ ッチングつ まり需給調整 と参加支

援のための情報化が志向されている12)。そのため、デー

タベースが提供する福祉情報は、サービスに関する一般

情報にとどまらず利用者一人ひとりの具体的ニーズ に合

致させるためにより詳細なものでな くてはならないとい

う機運が高まってきてお り、現在、行政主体の福祉デー

タベースも改善 されて きている。つまり、利用者の立場

に立った各種福祉情報の利用 と活用の仕組みづ くりを促

進すべ きものとして福祉情報化が位置づけられている。

地域福祉サービスの側面から、利用者の多様なニーズ に

対する対応が求められている今 日、ケアプラン策定経過

や処遇内容等の従来情報化に適さないとされてきた項目

の開示 も要求されるようにな り、2010年 の日本での情報

ハイウエイ構想の完成をも見据 えて 「福祉情報化」は急

務の課題である。

　介護保険制度導入 を見据え、国レベルのデータベース

として、社会福祉 ・医療事業団によるＷＡＭＮＥＴ(保 健

福祉医療情報ネットワークシステム)が 運用を開始 した。

WAMNETは 、専用回線で都道府県センターを通 じて福

祉専門機関を結び、情報の共有化 を図っている。現在は、

全国の高齢者福祉情報 を重点的に整理 ・分析 し公開 を

行 っているが、問題点も残 されている。福祉情報の一部

のみをインターネット上に一般公開 していることである。

施設福祉情報を例に取 ると、厚生省統計情報課より提供

される施設名簿を基に情報化データの調査 を行ってお り、

調査 に回答があった施設情報のみをインターネット上 に

開示 し、その他は施設名のみであっても専用回線上に限

定 した公開情報 としている。 また、薬害等の相談事例や

新聞掲載福祉情報等 も、情報化 デー タを業者 より買い

取 って公開しているため、著作権等の問題から専用回線

上のみの公開とされている。専用回線は福祉専門機関を

結ぶものであ り、限定付 きの公開情報はサービス受給者

の目に直接触れることは少ない。もとより福祉情報化は、

利用者のニーズにあわせた援助側の施策情報を検索でき

るようにす るものであ り、著作権等 による開示制限等は

早急に解決すべ きと考える。また、WAMNET上 に記載

されている福祉情報は、未だ一般的情報にとどまってお

り、詳細な処遇情報 までの公開には至っていない。デー

タベース作成に際 して実施 された社会福祉 ・医療事業団

による調査項 目の中にも、処遇事例 を掘 り起 こすべ く自

由既述の項 目も見 られるが、援助 に携わる側からは意 に

添 うような回答が得 られていないのが実態である。 これ

は、処遇情報をデータ化 し公開すると、みずか らが行っ

ている長所部分のみでなく欠点も含めた全体像が明らか

になるため、援助を提供する側が意識的に避けているた

めである。一般的な情報調査では数多 くの福祉情報が集

積 されるが、処遇情報のような詳細情報までも提供を求

めると、集積 される情報が自らの行 っているサービス行

為 に自信のある機関のみの ものに限られてしまうという

トレー ドオフの関係にあることは否めない現状である。

しか し、福祉サービス提供に携わる多 くの機関が行って

いる処遇情報 を開示することにより、援助 に携わる側が

相互 に他の機関で行っている処遇情報を知ることができ、

自らのサービスの質を向上させるきっかけにもなると同

時に、何 よりも利用者本位の福祉情報のデータベース化

を具現化で きることを諸関係機関が認識すべ きであると

考える。

　また現在WAMNETは 、介護保険制度で焦点が当て ら
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れている高齢者福祉領域 を重点に情報化の基盤整備が進

められているが、施設福祉や障害者福祉,児 童福祉等の他

の福祉サービスについて も同様に整備されるべ きである。

障害者 に関する情報 については現在主 として、障害者団

体やボランティア団体等のグループが 自らの活動を世 に

紹介するとい う形で発信されているが、障害者が社会資

源 を活用する際の利便に供するような、つまり福祉サー

ビスの選択を可能にするような体系的情報化には至 って

いない。福祉情報化の過程 において、高齢者福祉が現在

の重点課題になっているとはいえ、サービス受給の対象

者によって優先順位をつけるのは好 ましくない。この意

味では、障害者福祉にとどまらず児童福祉 ・医療福祉等

の情報提供 も含めた社会資源 として、社会福祉のニーズ

の状況やサービスの実態が適切なかたちでサービス提供

をする援助者とその受給者の双方 に伝達される総合的な

システムの構築を念頭 に置 く必用がある。

　 ところで福祉情報化の議論は、パーソナルコンピュー

タの実用化とともに出現 し、インターネットの普及 によ

りその重要性が叫ばれるようになった。確かに、福祉情

報化は利用者のニーズにあった福祉情報 をデータ化 して

提供 しようとするものであるが、コンピュータ化そのも

のではないことに留意する必要がある。パーソナルコン

ピュータが汎用的になったとはいえ、使用が困難な人 も

多 く存在 してお り、コンピュータのみに頼ることはいわ

ゆる情報弱者の福祉データベース使用 を制限することに

なる。そのため、情報弱者 には冊子等の印刷物によるデー

タベースを提供することや、視覚障害者にはこれを点字

化 して提供する等、利用者の利便性 を考慮 した情報化媒

体を考える必用がある。これにより、福祉サービス提供

側のためだけではなく利用者本位の福祉情報化が実現 さ

れることになる。

Ⅳ.ま と め

　以上、「科学的処遇」 と 「処遇の科学化」 を具現化する

ための方略 として、生理心理学的手法による障害診断情

報の客観化 と、社会資源情報の体系的整理 による情報化

の果たす役割について概観 してきた。従来福祉 の現場で

は、生理学的 ・心理学的診断情報のような計測指標 に基

づ く科学的手法 を導入することは、測定の煩雑さや計測

結果の解釈の複雑 さ故敬遠 されがちであった。また、福

祉サービスの提供形態についての情報化は、高齢者福祉

を皮切 りにようや く基盤整備が始 まった段階である。福

祉 のパラダイム転換 を余儀な くされている今 日、福祉

サービスに携 わる者は、多様な障害を持ちその程度 も多

岐にわたるサービス受給者の生活支援を担 う立場におか

れ、画一的な技法 にのみ依拠す ることはできない。対象

者一人ひとりの福祉ニーズに的確に応 えるためには、障

害像やADLの 水準について、心理学的,生 理学的,発 達

学的材料 による多面的評価 を総合 して診断を行い、これ

に基づいて適切 な指導 ・援助技法 を開発 ・選択 し実践 し

てい くことが要求される。そのため、今後福祉の現場に

携わる際には、これらの診断指標 を多角的に分析 しうる

専門的知識の習得が不可欠であると考える。また、サー

ビス提供者の修得 した援助技法 を一個人の産物 としてと

どめることなく、これを情報化 して体系的に整理 し普遍

化することで、利用者が個別的ニーズに対応 して様々な

種類のサービスを効率的に選択することが可能となる。

つまり、ソーシャルワークやケアマネジメント等の福祉

の現場の従事者は、この ような時代の要請に応 えるべ く、

従来の手法に加え客観化 と情報化の手法 といった新 しい

科学的手法を積極的に導入 してい く姿勢が求め られてお

り、その養成に携わる高等教育においてもこれ らの視点

を養 うような指導法の導入が必要 と考える。

　　　　　　　　　　　　　(受理 日:平 成11年9月24日)

文 献

1)古 川 孝 順:社 会 福 祉 の パ ラ ダ イ ム 転 換.有 斐 閣.1997

2)伊 福 部 達:感 覚 代 行.BME医 用 電 子 と生 体 工 学2:

　 　715-721,1988

3)Kaufman　 A.　and　 Kaufman　 N.:Kaufman　 assessmant

　 　battery　for　children.　American　 Guidance　 Service,1983

4)松 岡 洋 夫:精 神 生 理 学 的 ア プ ロ ー チ:事 象 関 連 電 位.

　 　佐 藤,松 岡(偏)最 新 臨 床 脳 波 学.朝 倉 書 店.pp243-

　 　305,1993

5)岡 本 民 夫:CANPS研 究 会(編)老 人 ホ ー ム の 介 護 サ ー

　 　 ビス 用 情 報 処 理 シ ス テ ム に 関 す る調 査 研 究.財 団 法

　 　 人 関 西 情 報 セ ン タ ー ・社 団法 人 シス テ ム 科 学 研 究 所.

　 　pp1,1984

6)沖 田 庸 嵩:ERP研 究 に 役 立 つ 心 理 実 験 パ ラ ダ イ ム

　 　(Ⅰ).臨 床 脳 波34:269-275,1992a

7)沖 田 庸 嵩:ERP研 究 に 役 立 つ 心 理 実 験 パ ラ ダ イ ム

　 　 (Ⅱ).臨 床 脳 波34:334-339,1992b

8)鈴 木 保 巳,渡 邊 貴 子,鮫 島 宗 弘:脳 性 麻 痺 者 に お け

　 　 る筋 張 力 知 覚 と運 動 関 連 脳 電 位.東 京 学 芸 大 学 紀 要

　 　 第1部 門44:315-324,1994

9)鈴 木 保 巳,渡 邊 貴 子,松 本 秀 彦,鮫 島 宗 弘:脳 性 麻

　 　 痺 者 の 中 枢 性 運 動 準 備 に関 す る情 報 処 理 論 的 検 討.

　 　 東 京 学 芸 大 学 紀 要 第1部 門45:301-309,1994

10)高 橋 智:特 別 な ニ ー ズ 教 育 と イ ン テ グ レー シ ョ ン学

　 　 会(略 称:SNE学 会)の 設 立.総 合 リハ ビ リ テ ー シ ョ

　 　 ン23:1099-1100,1995

11)高 橋 紘 士:社 会 福 祉 情 報 論.全 国社 会 福 祉 協 議 会 社

一43一



　　会福祉研修センター.1985

12)高 橋紘士:福 祉情報化の展望 と課題.岡 本,高 橋他

　　 (編)福祉情報化入門.有 斐閣.pp1-9,1997

13)手 嶋教之,山 内繁:生 活支援機 器.BME医 用電子 と

　　生体工学2:731-736,1988

14)柳 沢信夫,柴 崎浩:神 経生理を学ぶ人のために.医

　　学書院,1990

一44一


